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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
罰
則
規
定
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
、
誤
廃
棄
、
紛
失
す
る
事
案
」
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号

利
用
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
適
正
な
取
扱
い
に
係
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
（
番
号
利
用
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利

用
事
務
等
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
理
解
や
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
は
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
。
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）
（
平
成
二
十
六

年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
五
号
）
及
び
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行
政
機

関
等
・
地
方
公
共
団
体
等
編
）
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
六
号
）
を
策
定
及
び
公
表
し
て
い
る

ほ
か
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に

一



お
い
て
、
経
済
団
体
、
地
方
公
共
団
体
等
が
主
催
す
る
説
明
会
等
（
以
下
「
説
明
会
等
」
と
い
う
。
）
に
講
師
の
派
遣
を
行

っ
て
お
り
、
説
明
会
等
の
回
数
は
合
計
三
百
八
十
六
回
で
あ
り
、
説
明
会
等
の
参
加
者
は
合
計
約
五
万
九
千
人
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
分
か
り
や
す
い
資
料
、
参
考
と
な
る
事
例
等
を
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
周
知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
事
故
、
障
害
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
委
員
会
は
、
特

定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
、
番
号
利
用
法
第
二
十
八
条
の
四
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
人
番
号
利
用
事
務

等
実
施
者
等
か
ら
、
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
原
因
、
そ
の
再
発
防
止
策
等
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

平
成
二
十
七
年
度
は
八
十
三
件
、
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
は
六
十
六
件
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
漏
え
い
等
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
等
に
よ
れ
ば
、
窓
口
に
お
け
る
個
人
番
号
（
番
号
利
用
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
誤
交
付
等
、
個
人
番
号
を
取
り
扱
う
者
の
事

務
処
理
の
誤
り
が
大
半
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
委
員
会
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
へ
の
立
入
検
査

や
、
苦
情
あ
っ
せ
ん
相
談
窓
口
を
通
じ
た
情
報
の
収
集
等
に
よ
り
、
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
実
態
を
把
握
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
の
と
お
り
、
委
員
会
は
そ
の
責

二



務
を
適
切
に
果
た
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
委
員
会
が
こ
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
、
特
定
個
人
情

報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
実
態
の
把
握
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
周
知
及
び
指
導
等
を
行
う
こ

と
を
通
じ
て
、
政
府
と
し
て
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
発
生
の
防
止
が
行
わ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
監
督
等
の
権
限
が
具
体
的
に
ど
こ
ま
で
に
及
ぶ
の
か
」
、
「
委
員
会
の
権
限
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
」
、
「
罰
則
の
適
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
」
及
び
「
誰
が
ど
の
よ
う
に
審
査
し
、

罰
則
を
適
用
す
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
主
務
大
臣
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
」
、
「
地
方
公
共
団
体
の
長
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
」
、
「
主
務
大

臣
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
て
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
な
い
」
及
び
「
本
法
の
罰
則
規
定
は
実
効
性
を
持
た
な
い
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
番
号
利
用
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
が
法

人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
を
処
罰
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
場
合
が
あ

る
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三



十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

個
人
番
号
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
番
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
御
指
摘
の
「
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
」
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
個
人
番
号
と
当
該
個
人
番
号
の
指
定
を
受
け

た
者
の
氏
名
等
が
併
せ
て
漏
え
い
し
、
違
法
に
利
用
さ
れ
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
番
号
を
含
む
個
人
情
報
の
保
護
を
図
る
た
め
、
番
号
利
用
法
第
十
一
条
、
第
六
十
条
等
の
規
定
が

設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
つ
き
、
「
技
術
的
に
安
全
で
あ
る
こ
と
と
相
反
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
、
「
過
剰
な
コ
ス
ト
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
か
」
及
び
「
本
法
の
か
か
る
罰
則
規
定
は
過
剰
で
は
な

い
の
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


